
 

協議事項１：市民バスのダイヤ改正について 

 

現在運行中の市民バスについて、ダイヤ改正を行うもの。現ダイヤと実際の

運行時分の差を適正化すると共に、利便性・安全性を向上させるため、時分適

正化以外の変更を一部行うもの。 

 

 

１． 対象路線名：土岐市民バス 泉が丘線 

             伝産会館線 

             美濃焼団地線 

             河合線 

             曽木＝妻木線 

             土岐南北線 

             どんぶり会館バーデンパーク線 

 

             以上７路線 

 

 

２． 運行時刻：別紙のとおり変更 

 

３． 改正予定日：令和元年１０月１日（火） 

 

４． 周知方法：広報ときに掲載。市ホームページ、市民バス停留所において

周知。 

時刻表更新（３０００部）。市役所、各支所、公民館、土岐市駅など各施

設に設置 
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